
 

 

 

 

○ 北海道開発局については、地方整備局、地方農政局の業務に準じて 

 原則「地方移管」とする。 

 

 

 

 

 

 

○ 沖縄総合事務局については、今回検討対象となった他の出先機関の 

 業務に準じて原則「地方移管」とする。 

 

○ ただし、沖縄県が有する特殊事情に十分に配慮することが必要であ 

 る。 
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